
【直接応募　Direct Application】

学部
Undergraduates

大学院
Graduates

研究生
Research Students

－ \60,000/month －

－ 2023/05～2024/03 －

募集要項および応募書類は以下からダウンロードしてください。

https://webfs.adm.u-
tokyo.ac.jp/public/EeYdQV9J1BFFxorPma_gvrpn8sdAKhbbobs3EDGBd7wG

奨学金金額
Amount

特記事項
Note

2023/5/24（水）（財団必着）
受付期間

Application Period

問合せ先・書類提出
Contact/Address to Send Your

Application

提出書類は学生本人が下記宛先に郵送する。

〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4－8－4　ORAGAビル6階
（公益財団法人　金子国際文化交流財団
電話　03-3371-2174　FAX　03-5937-5437　E-mail：info@kanekozaidan.or.jp

財団HP：http://www.kanekozaidan.or.jp/

支給期間
Duration(Year/Month)

応募資格
Some of Eligibility

Requirements

Japanese skills are required

公益財団法人金子国際文化交流財団
Kaneko Foundation for International Cultural Communication

タイ、モンゴル、インドネシア、スリランカ、ベトナム、フィリピン、ブータン、ラオ
ス、インド、バングラデシュ、東ティモール、カンボジア、パキスタン、ミャンマー、
ネパール
Thailand, Mongolia, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Philippines, Bhutan, Laos,
India, Bangladesh, East Timor, Cambodia, Pakistan, Myanmar, Nepal

・令和5年4月1日現在、私費外国人留学生※で日本に在住している者（ただし、日
本の小学校、中学校、高等学校のいずれかを卒業した者は対象外）

・経済的援助を必要とし、学業成績が優秀な者

・大学院修士課程、博士課程に在籍すること（ただし、本年度春学期だけで大学
院修了見込みの者、専門職大学院在籍者を除く）

　※「私費外国人留学生」とは、日本の大学において教育を受ける目的をもって
入国し、大学に入学した外国人留学生（出入国管理及び難民認定法別表第一に定
める「留学」の在留資格を有する者）で日本政府から奨学金を受けていない者を
いう。）

財団採択数
Number of Scholarship

Recipients
若干名

奨学金名
Name of Scholarship/

Foundation

国・地域
Country/Region


